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別表２　全国展開することとなった規制の特例措置

注)　「市町村」には、特別区を含む。

別表１
の番号

特定事業の名称 特区における規制の特例措置の内容
全部／
一部

全国展開の実施内容 全国展開を実施する法令等 実施時期 所管省庁

501,
502,
503

外国人研究者受入れ促
進事業

外国人研究者の在留期間の上限を３年間から５
年間に伸長する。この際、研究成果を活用した事
業を経営する活動を行う場合に在留資格変更許
可を不要とする。

全部

必要最小限の弊害の予防措置を講じた上で、
下記の措置を講ずる。
１．特定の研究施設において特定の分野に関す
る研究業務に従事する外国人について、併せて
当該特定の分野に関する研究の成果を利用し
て行う事業を自ら経営する活動を行うことを可
能とする。
２．当該外国人に係る在留期間の上限を３年か
ら５年へ伸長する。
３．当該外国人について、在留資格「研究」に係
る学歴・実務経験の要件の緩和及び在留資格
「投資・経営」に係る投資要件・実務経験要件の
緩和を行う。

出入国管理及び難民認定法の一
部を改正する法律（平成１８年５
月２４日法律第４３号）

平成１８年１１
月２４日施行
（措置済）

法務省

507
外国人情報処理技術者
受入れ促進事業

外国人情報処理技術者の在留期間の上限を３年
間から５年間に伸長する。

全部

本特例措置により実現している内容を確保する
とともに、弊害の予防措置を講じた上で全国展
開を図るものとする。なお、弊害の予防措置を
付加する場合には、必要最小限のものとする。

出入国管理及び難民認定法の一
部を改正する法律（平成１８年５
月２４日法律第４３号）

平成１８年１１
月２４日施行
（措置済）

法務省

813
国有施設等の廉価使用
の拡大による研究交流
促進事業

地方公共団体が、その設定する特区内に科学技
術研究の中核となる国の機関が所在し、かつ、当
該機関が行う特定分野に関する研究の状況が一
定の条件に適合するものとして内閣総理大臣の
認定を受けたときは、当該機関の試験研究施設を
国以外の者が廉価使用する際の対象範囲を拡大
するとともに、その要件を緩和する。

全部

特区における規制の特例措置の内容・要件のと
おり全国展開を行う。
（なお、本特例の実施に伴う手続を定める８１５
の特例は、本特例の全国展開に伴い、その一
環として削除する。）

研究交流促進法及び特定放射光
施設の共用の促進に関する法律
の一部を改正する法律（平成１８
年法律第３７号）

平成１８年７
月１日施行
（措置済）

文部科学省

814
国有施設等の廉価使用
の拡大による研究交流
促進事業

地方公共団体が、その設定する特区内に科学技
術研究の中核となる国の機関が所在し、かつ、当
該機関が行う特定分野に関する研究の状況が一
定の条件に適合するものとして内閣総理大臣の
認定を受けたときは、当該機関の試験研究施設を
国以外の者が廉価使用する際の対象範囲を拡大
するとともに、その要件を緩和する。

全部

特区における規制の特例措置の内容・要件のと
おり全国展開を行う。
（なお、本特例の実施に伴う手続を定める８１５
の特例は、本特例の全国展開に伴い、その一
環として削除する。）

研究交流促進法及び特定放射光
施設の共用の促進に関する法律
の一部を改正する法律（平成１８
年法律第３７号）

平成１８年７
月１日施行
（措置済）

文部科学省



820
（801-
2）

校地・校舎の自己所有を
要しない小学校等設置
事業

地方公共団体が教育上又は研究上特段のニーズ
があると認める場合には、学校法人の寄附行為
の認可に当たり、小学校等の校地・校舎について
は自己所有を求めないものとする。

全部

規制所管省庁において、学校経営の継続性・安
定性を確保する観点から財産的基礎の保有及
び継続的使用の確保等について、校地校舎の
自己所有に代わる最小限の代替措置を講じた
上で、平成１９年度の設置認可申請手続が可能
となるよう平成１８年度中に全国展開を行う。

各都道府県知事あてに通知を発
出することで対応予定

平成１８年度
中に措置

文部科学省

821
（801-
1）

校地・校舎の自己所有を
要しない大学等設置事
業

地方公共団体が教育上又は研究上特段のニーズ
があると認める場合には、学校法人の寄附行為
の認可に当たり、大学等の校地・校舎については
自己所有を求めないものとする。

全部

規制所管省庁において、学校経営の継続性・安
定性を確保する観点から財産的基礎の保有及
び継続的使用の確保等について、校地校舎の
自己所有に代わる最小限の代替措置を講じた
上で、平成１９年度の設置認可申請手続が可能
となるよう平成１８年度中に全国展開を行う。

学校法人の寄附行為及び寄附行
為の変更の認可に関する審査基
準（平成１５年文部科学省告示第
４１号）等を改正することで対応予
定

平成１８年度
中に措置

文部科学省

930
サテライト型障害者施設
設置事業

 入所施設利用者の地域生活移行を進める観点か
ら、グループホーム等への本来的な地域移行への
段階的な形態となるよう、既存の施設との密接な
連携のもと、小規模な障害者施設（以下「サテライ
ト施設」という。）の設置を可能とする。

全部
 新制度において設置が可能となる「ケアホーム」
において、従来のサテライト施設で実施していた
事業を行うことを可能とし、全国展開する。

「障害者自立支援法に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準」
（平成１８年厚生労働省令第１７１
号）及び「障害者自立支援法に基
づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準」
（平成１８年厚生労働省令第１７２
号）

平成１８年１０
月 １ 日 施 行
（措置済）

厚生労働省

931
入所定員を３人以上７人
以下とする指定共同生活
援助事業

障害者の地域生活を促進するため、住宅物件事
情から、入居定員が４人以上７人以下とされてい
る現行の指定共同生活援助事業（以下「グループ
ホーム」という。）を実施することが困難な地域にお
いて、関係する都道府県と市町村の判断により、
入居定員を３人以上７人以下とするグループホー
ムを設置することを可能とする。

全部
最低定員（４人）については、事業者全体で満た
せばよいこととし、一住居当たりの利用者は２人
以上であればよいこととする。

「障害者自立支援法に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準」
（平成１８年厚生労働省令第１７１
号）

平成１８年１０
月 １ 日 施 行
（措置済）

厚生労働省

1102
中心市街地における商
業の活性化事業

大規模小売店舗の新設及び変更の際の届出の
後、８か月間の新設及び変更を制限する規定を適
用除外とする等、届出に関する立地手続を簡素化
する。

全部
特区における規制の特例措置の内容・要件のと
おり、全国展開を行う。

中心市街地における市街地の整
備改善及び商業等の活性化の一
体的推進に関する法律の一部を
改正する等の法律（平成１８年法
律第５４号）

平成１８年８
月２２日施行
（措置済）

経済産業省



1141
移転促進地域からの除
外による事業者の交流
連携促進事業

事業者の交流連携による地域経済の活性化を図
ることにより雇用の機会の創出が見込まれるな
ど、一定の要件を満たした場合には、工場の移転
を図ることが必要な地域とされる移転促進地域か
ら除外する。

全部
工業再配置促進法の廃止に伴い、特例措置を
講じた工業再配置促進法施行令第１条の基準
を定める省令を廃止する。

工業再配置促進法施行規則等を
廃止する省令（平成１８年財務
省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省・国土交通省令第２号）

平成１８年４
月２６日施行
（措置済）

経済産業省

1203
特定埠頭運営効率化推
進事業

行政財産である公共コンテナターミナルを、民間
企業のうち港湾管理者が認めた者に対して、一体
的かつ長期的に貸し付けることができるようにす
る。

全部
特区の認定に代わる国土交通大臣の同意につ
いては、その基準を明示するとともに必要最低
限のものとする。

海上物流の基盤強化のための港
湾法等の一部を改正する法律
（平成１８年法律第３８号）

平成１８年１０
月 １ 日 施 行
（措置済）

国土交通省

1206
(1216)

ＮＰＯ等によるボランティ
ア輸送としての有償運送
における使用車両の拡
大事業

福祉有償運送について、使用車両の限定にかか
わらず、セダン型等の一般の車両を使用すること
ができる。

全部

福祉有償運送を利用者にとって安全・安心な
サービスとして全国に普及させ、輸送の安全と
旅客の利便の確保を図るため、福祉有償運送
全体の仕組みを見直し、登録制度の導入等必
要な措置を講ずるため、法律改正を行う。当該
法律改正に当たっては、現行の規制の強化とな
らないよう配慮する。

道路運送法等の一部を改正する
法律（平成１８年法律第４０号）

平成１８年１０
月 １ 日 施 行
（措置済）

国土交通省

1208
特定埋立地に係る所有
権移転制限期間等短縮
事業

港湾内の埋立地における権利の移転・設定、用途
変更の許可が必要な期間について、竣功認可の
告示後１０年であるものを５年に短縮する。

全部

当該事業の実施に当たっては、実施主体の主
体性を最大限に尊重するとともに、特区の認定
に代わる国土交通大臣との協議については、必
要最小限の内容とする。

海上物流の基盤強化のための港
湾法等の一部を改正する法律
（平成１８年法律第３８号）

平成１８年１０
月 １ 日 施 行
（措置済）

国土交通省


